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答申にない候補地に関する意見、状況の変化に対する検討 

 

ご意見を踏まえ、西洞町において、提供の申し出のあった土地を加えた場合の検討を

行った。(検討図面：別紙 3-3～3-4) 

 

 意見の要旨 検討結果 

・高山火葬場の周辺に所有する土地の提

供を申し出る。 

・西洞町に整備することを希望する。 

・将来は都市計画道路から近くなる。 

・申し出のあった土地の面積は、合計 2,803㎡

である。 

・申し出のあった土地（網掛け部分）を含める

と、敷地面積は 19,153 ㎡になり、造成によ

り平坦地は約 5,000㎡確保できる。 

・平坦地には、火葬棟及び待合室棟を配置する

ことができるが、駐車場スペースやメンテナ

ンス通路などは、確保できない。 

・新旧の火葬棟が重なって配置されることと

なり、利用しながらの建て替えは困難であ

る。 

・都市計画道路松之木千島線の予定線からは、

約 430ｍの取付道路の新設が必要となる。 

・取付道路の供用開始は、松之木千島線の整備

後となる。 

・東山風致地区内の大規模な開発を要し、良好

な景観を形成している緑地の保全の観点で

は好ましくない。 
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